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１．空港の整備、運営等に関する 
施策の状況について 
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平成２４年１２月１０日現在 （※岩国飛行場は１２月１３日供用開始予定） 

１ 全国の空港の分布 
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空港会社管理 国管理 地方自治体管理

拠点空港（２８）
（国や空港会社が設置する拠
点空港）

成田、関空、伊丹、
中部

羽田、新千歳、稚内、釧路、
函館、仙台、新潟、広島、高松、松山、
高知、福岡、北九州、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、那覇

旭川、帯広、秋田、山形、山口宇部

中標津、紋別、女満別、青森、大館能代、
花巻、庄内、福島、静岡、富山、能登、福井、
松本、神戸、南紀白浜、鳥取、出雲、石見、
岡山、佐賀

＜離島空港＞
利尻、礼文、奥尻、大島、新島、神津島、
三宅島、八丈島、佐渡、隠岐、対馬、
小値賀、福江、上五島、壱岐、種子島、
屋久島、奄美、喜界、徳之島、沖永良部、
与論、粟国、久米島、慶良間、南大東、
北大東、伊江島、宮古、下地島、多良間、
石垣、波照間、与那国

その他の空港
（１５（１６））
（自衛隊等との共用空港、コ
ミューター空港等）

札幌、千歳、百里、小松、美保、徳島、三
沢、八尾、（岩国）

調布、名古屋、但馬、岡南、
大分県央、枕崎、天草

合計　（９７（９８）） ４ ２７（２８） ６６

地方管理空港（５４）
（地方自治体が設置する重要
な空港）

１ 管理者別の現在の空港数について 

（計４空港） （計１９空港） （計５空港） 

（計２０空港） 

（計３４空港） 

（計７（８）空港） （計７空港） 
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１ 空港数の推移 
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拠点空港 地方管理空港（内枠内は離島空港） その他の空港
羽田、伊丹、福岡、高知、宮崎、高松、 鳥取、女満別、岡山、花巻、富山、青森、松本、中 名古屋 、三沢、千歳、昭和４１年度以前 23 20 9 （※）

長崎、松山、大分、仙台、新潟、鹿児 標津、福井、出雲、紋別 小松、調布、美保、八（第一次空整以前）

島、稚内、熊本、広島、北九州、釧路、 利尻、八丈島、種子島、福江、屋久島、 尾、札幌、徳島9
函館、秋田 、山形 、帯広 、山 大島、奄美、三宅島、壱岐（※） （※） （※）

（※） （※）口宇部 、旭川

弟子屈昭和４２～４５年度 0 4 1南紀白浜
隠岐 喜界 沖永良部（第一次空整） 3 、 、

1 12 0昭和４６～５０年度 那覇、（鹿児島）、（大分）、（熊本）
、 、久米島、南大東、宮古、（第二次空整） 12 佐渡 徳之島

石垣、与那国、 、 、 、多良間 波照間 奥尻
対馬 伊江島、

1 5 0昭和５１～５５年度 成田

与論 礼文 粟国 北大東 下地島（第三次空整） 5 、 、 、 、
0 （秋田）、（帯広） 2 （女満別） 0昭和５６～６０年度

上五島 小値賀（第四次空整） 2 、
岡南 枕崎昭和６１～平成２年度 1 1 ＜岡山＞、（青森） 2新千歳、（高松） 、

、（奄美）（第五次空整） 1 新島

広島西 但馬平成３～７年度 1 5 2関西、＜広島＞ 、 、 、福島 庄内 石見
神津島 慶良間（第六次空整） 2 、

大分県央 天草平成８～１４年度 0 2 2大館能代 佐賀、 、（紋別）、（南紀白浜） 、
（南大東）（第七次空整） 0

1 2 0平成１５～１９年度 中部、（北九州） 、能登 神戸

0 （種子島）、（多良間）、（隠岐）（ ）社会資本整備重点計画①
百里平成２０年度～２４年度 0 1 静岡

(弟子屈：H21・9・24廃止)（ ）社会資本整備重点計画② 0 ±0
【岩国】平成２４年度～

(広島西：H24・11・15廃（ ）社会資本整備重点計画③ ±0
止)

（９７ 【９８】 ２８ ５４ １５【１６】合計 ）
３４

注１：供用後に港格の変更があった６空港（※秋田、山形、帯広、山口宇部、旭川、名古屋）については、現在の港格に基づいて記載。
注２：下線及び二重線の８空港（ ）は、昭和４７年の沖縄返還に伴い日本に那覇、久米島、南大東、宮古、石垣、与那国、多良間、波照間

返還されたものであり、このうち、二重線の２空港（ ）については、昭和４２年以降に整備されたもの。多良間、波照間
注３： ）の１６空港及び＜岡山＞、＜広島＞は、ジェット化等に伴い移設したもので外数。（
注４：＜岡山＞、＜広島＞については、新空港の供用後に旧空港（岡南、広島西）がその他の空港として存続。

このうち、広島西飛行場は平成２４年１１月１５日に供用廃止。
注５： 】の岩国飛行場は平成２４年１２月１３日に供用開始予定。【

(1) 第一次空港整備五箇年計画が開始された昭和４２年の時点で、既に５２空港が所在。（なお、同時点で返還前の沖縄に既に６空港が所在） 

(2) 昭和４２年以降、平成２３年までの４４年間に新設された空港は４１空港（※）であり、その内訳は以下のとおり。 

    ①国や空港会社が管理する拠点空港（４空港）  ②地方自治体が管理する重要な空港（離島：２０空港）（離島以外：９空港） 

    ③自衛隊との共用空港、コミューター空港等その他の空港（８空港） 

(3) (1)の５２空港及び沖縄所在６空港のうち、１８空港はジェット化等に伴い、昭和４２年以降に移転。 
※弟子屈飛行場、広島西飛行場が廃止されたため、下表における新設空港の
合計は３９空港となる。 



１ 空港数の推移（グラフ） 
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Ｈ１４ 

交通政策審議会・航空分科会答申： 

・一般空港の配置的整備は概成 

・地方空港の新設は離島を除き抑制 

・質的充実に重点を移行 など 

大型化空港数 

ジェット化空港数 

全空港数 

全空港：空港（ヘリポート除く）＋共用空港 

ジェット化空港：滑走路長2000ｍ以上 or ジェット機が就航しているもの 

大型化空港：滑走路長2500ｍ級以上、かつ、大型機が就航可能な施設
等を有するもの 

Ｓ４５ 

空港整備特別会計の創設 

ジェット化及び大型化空港数の推移 



○ 人口あたりの空港数は、アメリカの８分の１程度、イギリス、フランスの５分の２程度、ドイツの３
分の２程度。 

○ 国土面積あたりの空港数は、アメリカ、ドイツ、フランスと同程度、イギリスの２分の１程度。 

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

98 1,977 124 100 137

(1) (20.17) (1.27) (1.02) (1.40)

128 309 62 82 65

(1) (2.41) (0.48) (0.64) (0.51)

人口あたり空港数
（空港数／人口［百万人］）

0.8 6.4 2.0 1.2 2.1

38 963 24 36 54

(1) (25.34) (0.63) (0.95) (1.42)

国土面積あたり空港数
（空港数／面積［万ｋ㎡］）

2.6 2.1 5.1 2.8 2.5

大都市圏空港数
東京圏

２
ニューヨーク

４
ロンドン

５
フランクフルト

２
パリ

３

国土係数（※2）あたり空港数
（日本を１として比較）

(1) (2.27) (2.27) (1.31) (1.63)

空港数（※1）

人口（百万人）

国土面積（万ｋ㎡）

１ 空港数の国際比較 

6 
※１ 外国の空港数については、（財）日本航空機開発協会が、 ２００５年～２０１０年の間に民間航空機の定期運航で供用されている空港を 

    国ごとにＯＡＧ Ｄａｔｅ（時刻表）から抽出して、 1995年ＯＡＧ Dataに記載されているものに追加したもの。 

・（）内の数字は日本を１とした指数 

※２ 面積と人口からみた国土の大きさを示す指標の一つであり、 で表わされる。高速道路延長の国際比較等において用いられる。 人口面積



１東日本大震災による航空施設関係の主な被災・復旧状況 

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

秋田県

青森県

岩手県

宮城県

新潟県

福島県

山形県

３月１１日に発生した東日本大震災により、航空関係施設についても仙台空港の敷地全体が津波により水没し、旅客ターミナルビルも大
きく破損する等の被害が生じた。 

 
 

・被害無し 
・通常の運用（8:30～20:00）を継続 

三沢空港（三沢飛行場） 

 
【被災状況】 

・ターミナルビル一部破損 
 （3月17日再開） 
・航空灯火の一部破損 

【復旧状況】 
・3月31日まで24時間運用 
・4月20日まで3時間延長運用（7:00～21:30） 
・5月31日まで1時間延長運用（8:00～20:30） 
※通常の運用時間：8:00～19:30 

                         

花巻空港 

【被災状況】 
・津波により空港敷地全体が水没し、滑走路、航空保安施設が使用

不能 
・滑走路等に車両約200台漂着、土砂・瓦礫が広範囲に堆積 
・航空局庁舎、航空保安大学校等浸水 

【復旧状況】 
・3月16日 1,500m滑走路暫定使用開始 
・3月29日 3,000m滑走路使用可 
・4月13日 民航機就航再開（29日には夜間就航再開） 
※通常の運用時間：7:30～21:30 

仙台空港 

・管制塔、航空保安施設の一部破損 
・4月19日まで24時間運用 
・5月13日まで4.5時間延長運用（6:00～22:00）   
※通常の運用時間：8:30～20:00 

福島空港 

・ターミナルビル一部破損（3月14日再開） 
・航空局庁舎一部破損 
・通常の運用（9:30～21:00）を継続 

茨城空港（百里飛行場） 

・被害無し 
・通常の運用（7:30～20:30）を継続 

新潟空港 

・被害無し 
・通常の運用（7:00～22:00）を継続 

庄内空港 

 
・航空局庁舎等一部破損 
・4月7日まで24時間運用 
・4月28日まで4時間延長運用 
 (6:30～22:00） 
※通常の運用時間：8:00～19:30 

                      

山形空港 

・被害無し 
・集約により仙台空港で行うこととしていた業務を実施するた

めの要員を派遣し、通常の運用（8:00～19:30）を継続 

・被害無し 
・通常の運用（7:00～21:30）を継続 

・被害無し 
・通常の運用（7:30～21:30）を継続 

青森空港 

大館能代空港 

秋田空港 

（凡例） 

 被害有り（定期便の運航に影響有り） 

被害有り（定期便の運航に影響無し） 

被害無し 
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１ 東北地方の空港の救援・代替輸送拠点としての活用 

仙台空港 

山形空港 

福島空港 

花巻空港 

東京・成田 

0便→8便 

2便→20便 

代替輸送拠点としての機能発揮 

0便→10便 

□：3月12日以降の臨時便を加えた運航便数（路線毎1日あたり最大値） 

（凡例）○便→□便 

○：3月1日～11日の定期便運航便数（片道ベース／1日） 

4便 

24時間運用 3/12～4/7 

高速道路や新幹線に代わり、合計2028便の臨時便（4月30日まで

の実績：片道ベース、仙台空港民航再開後の臨時便含む）の運航に対応 

 東北地方の空港については、東日本大地震発災により仙台空港が使用不能となる中、花巻、山形、福島の３空港を直ちに２４
時間運用可能とすること等により、救援機の活動や、高速道路、新幹線不通の間の代替輸送拠点としての役割を果たした。 

その他の空港 
（３／１２～４／３０までの臨時便） 

・青森空港 ６２便 
・三沢空港  ４便 
・秋田空港 ２８便 

6便→10便 

48便 

西日本方面 

6便→18便 

10便→18便 

24時間運用 3/13～31 
※震災当日から運用時間延長を実施 

24時間運用 3/13～4/19 
※震災当日から運用時間延長を実施 

救援機の活動拠点として発災後、直ちに 24 時間体制で対応 

全国各地から集結した救難機 

花巻空港に到着した臨時便 

0 

20 

40 

60 

80 

100 
山形空港 離着陸回数 

3/10              3/12 ( 最大時 ) 

自衛隊機による物資輸送 

急患輸送 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 
花巻空港 離着陸回数 

■ 救援機 等 

■ 救援機等 
（ 通常 運用 時間外） 

■ 定期便 

3/10 3/13 ( 最大時 ) 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 
福島空港 離着陸回数 

3/10   3/12 ( 最大時 ) 

救援輸送拠点としての機能発揮 
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１ 空港整備勘定とは 
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昭和４２年度  第一次空港整備五箇年計画開始 

 航空輸送量の急激な増加と航空機の高速化、大型化に伴う空港整備等に対処すると
ともに、受益と負担の関係を明確にする観点から、滑走路や管制サービスの直接の受
益者である航空会社が支払う空港使用料等の歳入を主な財源とし、空港の維持運営・
整備や管制業務を行うため、空港整備特別会計を設置。 

昭和４５年度  空港整備特別会計創設 

昭和４７年度  航空機燃料税導入（１３，０００円/kl） 

昭和５４年度  航空機燃料税率改定（２６，０００円/kl） 

 航空機騒音対策事業の拡充等に伴い国の空港対策費が増大してきていること、ま
た関西空港の整備、羽田の沖合展開が具体的な課題となっており、そのための財源
を手当てする必要があったことから税率が引き上げられた。 

平成２０年度  社会資本整備事業特別会計空港整備勘定へ 

 第一次空港整備五箇年計画が開始された昭和42年の時点で我が国には既に58空
港が存在していた。しかし昭和40年代に入り、航空輸送需要の急速な増大、航空機の
大型化、高速化に対処するため、中長期的見通しに立った空港整備を推進する必要に
迫られたこと、また41年には航空機事故が相次いで起こり、航空交通の安全の確保を
図っていく必要に迫られたことなどから、長期計画を策定。 

 第二次空港整備五箇年計画（昭和46～50年度）での航空輸送量の急激な増加と航
空機の高速化・大型化の急速な進展に伴い空港の整備拡張や、航空機騒音対策、さら
には航空保安施設・管制施設の拡充に航空輸送の安全確保等を緊急に推進していく
必要が生じたため創設された。 

 受益と負担の対応関係や収支等を明確化しつつ、社会資本の整備に関して縦割り
の弊害を除去し、事業間連携の強化等を図ることで、効率性の向上に資するとともに
社会資本整備全体としての通覧性を確保する観点等から、これらを統合し「社会資本
整備事業特別会計」を設置。「社会資本整備事業特別会計空港整備勘定」となった。 



１ 空港整備事業の規模について 

○我が国全体の平成２４年度における公共事業関係費は、４兆５,７３４億円。（復興関連予算を除く。） 

○その内、空港整備は７０７億円（全体の約１．５％）となっており、真に必要な事業を重点化して実施しているところ。 

5,982億円 

1兆202  

億円 

1,685億円 

4,197億円 

1兆6573 

億円 

6,388億円 

公共事業関係費 

空港整備 

治山治水 

道路整備 

港湾整備 

住宅都市環境整備 

その他国交省関係 

他省庁関係 

 国交省関係 
3兆9,346億円（86.0％） 

 
空港整備事業（707億円の主な充当事業） 

  ○東京国際空港          155億円  
  ○成田国際空港            13億円  
  ○一般空港等             194億円 
   ・那覇・福岡空港の抜本的な空港能力向上 
   ・新石垣空港の整備 
   ・既存空港の機能保持 
  ○空港等機能高質化         49億円 
   ・岩国飛行場の民航施設の整備 
  ○航空安全･保安対策        79億円 
   ・空港の耐震化・津波対策 
  ○航空路整備              174億円  など 

※財務省資料より作成 

合計 4兆5,734億円 

707億円（1.5％） 

※航空機燃料税繰入については最大時（H19：926億円）の約45%、着陸料等歳入については最大時（H10：1,081億円）の約67%となっている。 
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１次空整 
S42～S46 

 

 

３次空整 
S51～S55 

 

 

４次空整 
S56～S60 

 

 

６次空整 

H3～H7 

 

 

７次空整 

H8～H14 

 

 

社会資本整備重点計画 

H15～H24 

 

 

２次空整 
S46～S50 

 

 

５次空整 
S61～H2 

15 107 

605 

1,624 1,637 

1,245 1,313 
1,033 

162 

847 

1,409 
1,612 

1,797 
1,648 

1,885 
2,017 

1,030 1,029 1,069 1,102 
1,258 1,288 1,311 1,241 

1,177 

1,177 
1,288 

1,288 1,234 

1,242 

1,132 1,058 

86 52 40 100 51

33

128

362

257

199

64

112
67

88 119 82 99

129 102 25 46

37

8
34

34 20

2

2
13

2 3 10
23 32

49

3

664
687 484

228

100 40

53

363 386
465

408 327
521

714

537

313 123

214 119

88

88 71

1
2

2

3 3

3

14 55

255
202

178

282
29

1 2

1

4

4
7

126 261 195 

573 619 

676 

820 

779 

835 1,028 

1,316 

1,358 1,362 

1,356 
923 870 

857 799 

676 

470 440 

435 

430 417 

411 
391 

201 

172 
194 

148

157

169 171

232
221

175

77
49

18 

110 330 

757 

1,031 632 

368 

272 

273 

330 

340 

350 360 

357 
327 286 

274 230 

180 166 
167 

159 

154 
123 

103 
93 

66 

54 
35 

11

98

140

73

89

88

120

217

282

237

252

305
355

402
413 373

314
216

222 213
238

234

233
241

241
242

180

161
174

40

73

102

125 183

224
217

202

169
152

3

1

1

1

1

16

19

23

21
13

21

16

16

15

19 4

4
11

6

2

62 

160 

302 

484 

636 1,002 

846 

1,015 

1,093 

1,210 

1,259 

1,371 
1,410 

1,480 
1,546 1,530 

1,540 
1,591 

1,583 1,504 

1,505 

1,498 

1,474 
1,415 

1,410 
1,419 

1,394 

1,404 
1,426 

2

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

S45 S48 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

経営改革推進

維持運営費

離島助成

航空安全保安対策

航空路整備

環境対策

機能高質化

一般空港

中部

関空

成田

羽田（沖展・機能向上）

羽田（再拡）

億円 

305 

678 

1,018 

2,011 

2,458 

2,642 

3,132 

4,718 

5,040 

5,288 
5,110 

5,484 

5,630 

4,788 
4,732 

4,674 

4,947 
4,846 

4,577 
4,563 

4,723 

4,956 

年度 

5,726 
5,638 

5,406 

5,280 

4,593 

3,264 

※端数処理の関係で合計が合致しないところがある。 

3,181 

１ 空港整備勘定 歳出の推移 
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1,356
923 870 857 799 676 470 440 435 430 417 411 391

201 172

4,788 4,734 4,674

4,947 4,846
4,577 4,563

4,723
4,956

5,726 5,638
5,406

5,280

4,593

3,264

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

歳出額（億円）

年 度

空港等維持運営費等

航空路整備事業費

環境対策事業 東京国際空港

成田国際空港

中部国際空港

関西国際空港

一 般 空 港

空港等機能高質化事業

航空安全・保安対策

空港の新設・移設の事業箇所数推移 

・新石垣空港の整備 ： 滑走路の移設・延長 

               （１，５００ｍ→２，０００ｍ） 

 

現在行われている新設等事業 

○空港の配置的な側面からの整備は概成したことから、空港の新設は、離島を除き抑制することとしているところ。 

  〔平成１４年交通政策審議会答申～〕 

○我が国航空会社の国際競争力強化のための緊急的支援方策として、航空機燃料税の軽減を行ったことから、 空港等
の整備については、航空機の安全運航の確保に不可欠な事業等を最優先としつつ、できる限りの縮減を図っていると
ころ。 

○加えて、我が国の国際競争力強化、活力ある地域づくりに資する真に必要な事業についても、精査の上で実施してい
く。 

１ 空港整備の経緯と今後の方向性 

空港の新設は抑制しつつ、 

 ・我が国の国際競争力強化、活力ある地域づくりに資する真に必要な事業 

 ・航空機の安全運航の確保に不可欠な、老朽化した施設の的確な更新事業 

等を実施していく。 

空港整備勘定 歳出の推移 

大都市圏の拠点空港等
に重点化しつつ、一般
空港については縮減 

14 
12 12 

11 11 11 

9 
8 8 

3 3 3 
2 

1 1 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

（年度） 

（事
業
箇
所
数
） 
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○ 全国にある空港の更新・改良等を順次進めるべく、これまでに引き続き、毎年度一定の事業費のほか、抜本的な空港能
力向上等のための事業費が必要。 

羽田空港の機能維持・向上 

 【国際線地区の拡充】 

○ 国際線９万回への増枠に必要な整備 

  ・エプロン増設・改良 
  ・ＣＩＱ施設の増設     
  ・空港アクセス道路改良 
 
 【発着容量の拡大】 

○ 発着容量44.7万回への増枠に必要な整備 

  ・エプロンの新設・改良 
 
 【長距離国際線の輸送能力増強】 

○ 深夜早朝時間帯に就航する長距離国際線
の大型化を可能 

  ・Ｃ滑走路延伸事業 

那覇空港及び福岡空港については、処理能力が限界に近づきつつあるため、抜本的な
空港能力向上について検討しているところ。 

那覇空港については、平成２２年度より環境影響評価の手続きを進めているところ。 

抜本的な空港能力向上 

２７００ｍ×６０ｍ 

１
３

１
０

ｍ
 

・処理容量：１３．５万回／年→１８．５万回／年※ 

   ※ＰＩで示された日当たり容量に365日を掛けて算出 

・全体事業費：約１，９００億円 

那覇空港第２滑走路増設案の概要 

航空管制の機能維持・向上 

・管制施設の性能確保 

航空機を安全に飛行させるために不可欠な精密機器であり、健全に維持管理
することが重要。寿命を迎える前の更新（取替）が必要。 

航空路監視レーダー 
（航空路の航空機の監視） 

管制情報処理システム 
（管制室） 

管制情報処理システム 
（管制塔） 

空港監視レーダー 
（空港周辺の航空機の監視） 

航空路管制に必要な施設 空港管制に必要な施設 

一般空港等の機能維持・向上 

誘導路の改良 

進入灯の更新 

基本施設の液状化対策 庁舎・管制塔等の             
倒壊防止 

既存空港の機能保持 

既存空港の施設の機能を保持し、航空機の安全な運航を確保するため、施設
の更新・改良等を実施。また、空港の耐震化等を実施し、地震災害時における
空港機能の確保を図る。 

空 港 施 設 の 耐 震 化  

液状化層

１ 今後の空港整備事業について 
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航空事業者等 

雑収入等 

空港整備勘定 業務勘定 
空港関係 

都道府県 

空港関係 

市町村 

（単位：億円） 平成２４年度予算額 ３，１８１億円 

 一般空港等 
   194 

首都圏空港 
    1,071 
 羽田、成田 

空港等機能 
 高質化事業 
  49 

工事諸費 
横断的調査 等 
 
 

空港整備事業 
    1,394 

  ２／１３→２／９ 
 

航空機燃料譲与税  127 

１／５ ４／５ 

１１／１３→７／９ 

527 

（注）（ ）書きは再掲。 

 関空等 
  78 
 

空港周辺 
 環境対策 
 35 

  航空路 
 
   174 

維持 
 運営費 等 
1,426 

空港使用料 

着陸料等 
航行援助施設利用料 
 1,923 

航空安全 
・保安対策  
152 

空港経営 
 改革推進 
  2  

は平成２３年度から３ヵ年の特別措置。 

    一般会計        

航空機燃料税 
 419 

一般財源 
   288 

復旧・復興 
対策分 24 

東日本大震災 

復興特別会計 

（ 25） 

（ 25） 

１ 空港整備勘定 収入のフロー 

14 



注１） 歳入額は当初予算ベース。４５年度は現在の特別会計規模におきかえている。 

  ２） 特会改革により、空港整備特別会計は平成２０年度から社会資本整備事業特別会計空港整備勘定として計上している。 

  ３）      は、財政投融資 

208 315 269 
497 473 437 300 383 379 399 480 518 623 521 
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845 765 
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415 297 288 
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1,303 

1,255 

1,226 

1,155 1,199 
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72

89

71

145 224

542
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777

675 668 606

691
513

427 301
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1146 1069
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885

730

587 527

23 

120 
260 

200 

1,495 

1,468 1,154 

1,331 
1,302 

360 320 337 

360 
502 

520 536 

470 

509 

786 
771 

725 

882 

687 

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

億円 

年度 

雑収入等 

着陸料等 

航空機
燃料税 
純粋一
般財源 

305 

687 

1,018 

2,011 

2,458 

2,642 

3,132 

5,040 

5,288 
5,110 

5,484 
5,630 

4,788 
4,734 

4,674 

4,947 
4,846 

4,577 4,563 
4,723 

産業特会より受入 

航行援助 

施設 

利用料 

空
港
整
備
勘
定
自
己
財
源 

一
般
会
計
よ
り
受
入 

4,956 

5,726 

45 48 
S 

51 54 57 60 63 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
H 

13 14 15 16 17 18 19 

5,638 

5,406 

20 

5,280 

21 

4,593 

22 

3,264 

24 
 

3,181 

23 

復興特会より受入 

１ 社会資本整備事業特別会計空港整備勘定 歳入の推移 
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航空自由化の進展 
国際的に比較して
高コスト体質 

我が国航空会社の国際競争力の低下 グローバルなレベルでの競争の激化 

航空会社の自己改革を前提とした緊急的支援方策を実施 

世界の潮流 我が国航空会社の現状   

我が国航空会社の抜本的な国際競争力強化の実現 

人件費、燃料費、機材費等、あらゆる分野におけるコスト削減努力
を集中的に実施。グローバルベースで優位な収益体質を構築。 

 成長戦略に基づく航空行政の改革を推進。徹底的なオープンスカイの推進、
首都圏空港の機能強化、関空・伊丹の経営統合等を実現。 

平成２３年度～２５年度を「集中改革期間」と位置付け、我が国航空会社の抜本的な国際競争力強化を実現。 

国際競争力強化のための集中改革の実施 

航空会社の自己改革 航空行政の改革 

航空会社間のグローバルな提携の進展 

ＬＣＣの台頭 

改正前 

13,000円/㌔㍑ 

19,500円/㌔㍑ 

26,000円/㌔㍑ 本則 

沖縄路線 

離島路線 

集中改革の促進のための緊急的支援 

航空機燃料税の引き下げ 

人件費、燃料費等、どの費用項目も高い水準 

世界的に希有な航空機燃料税も重い負担 

※１ 航空機燃料譲与税については、自治体 

    による空港対策に充てられていることか 

        ら、現行どおり。 

※２ 沖縄路線の軽減措置については、沖縄  
     振興特別措置法の期限である平成２３ 
     年度末までとされていたが、平成２４年 
     度税制改正において、２年間延長（平成 
    ２５年度まで）された。 

我が国航空企業の国際競争力強化のため、平成２３年度税制改正において、平成２３年度から２５年度ま
での３年間、航空機燃料税を引き下げ。 

１ 航空機燃料税の引き下げ 

改正後 

18,000円/㌔㍑ 

  9,000円/㌔㍑ 

13,500円/㌔㍑ 16 



その他の空港整備事業費 
計 1,088億円 

借入金償還・利払金 
 1,035億円 

 
 

 
 
 
 

空港等維持運営費等 

1,480億円  

 
 
 
    

22年度歳入予算 ４，５９３億円 

 
航空機燃料税繰入716億円 

 

借入金 882億円 

空港使用料 2,045億円 

 
 

雑収入等  500億円 

地方公共団体負担金等35億円 

離島航空助成 6億円 
着陸料等       819 
航行援助施設利用料1,226 

償還額  844 
利払い  191 

 
一般財源  415億円 

 

22年度歳出予算 ４，５９３億円 

雑収入等  508億円 

空港使用料 1,923億円 

 
 

 
一般財源  288億円 

（▲127億円） 
  

航空機燃料税繰入419億円 
（▲297億円） 

 

着陸料等       724 
航行援助施設利用料1,199 

 
 
 

空港等維持運営費等 
1,500億円 

 
    

借入金償還・利払金 
 903億円 

 
 

償還額  771 
利払い  132 

空港整備事業費 
計 778億円 

 

24年度歳出予算 ３，１８１億円 24年度歳入予算 ３，１８１億円 

羽田再拡張 
984億円 

地方公共団体負担金等19億円 

※端数処理の関係で合計に合致しない。 

１ 航空機燃料税引き下げ前後の空港整備勘定の状況 

復旧・復興対策分24億円 
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自動車安全特別会計 

社会資本整備事業 

特別会計 

保障勘定 

自動車検査登録勘定 

自動車事故対策勘定 

空港整備勘定 

治水、道路整備、 

港湾、業務勘定 

【現行】 【平成２４年度末】 【平成２７年度末】 

自動車安全特別会計 

保障勘定 

自動車検査登録勘定 

自動車事故対策勘定 

空港整備勘定 

自動車安全特別会計 

保障勘定 

自動車事故対策勘定 

○特別会計の基本方針（平成２４年１月２４日閣議決定）（抜粋） 
⑯ 社会資本整備事業特別会計については、平成２４年度末において廃止し、治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定

は、一般会計に統合するものとする。 

  空港整備勘定については、空港経営改革の取組や、債務の返済状況を見極めるまでの間、自動車安全特別会計の下に経過
勘定を設置し、一般会計と区分して経理するものとする。（以下略） 

（廃止し、一般会計へ統合） 

空港整備勘定 

（廃止し、一般会計へ統合） 

1 空港整備勘定の見直しについて 

18 



1 空港整備勘定の見直しに至る経緯 

19 

＜ＷＧの評価結果＞ 

 枠組みのあり方（主体・区分経理） 
  

 廃止 

  （早急に民営化等を進めることとするが、当面は暫定的に区分経理） 

 （道路整備特別会計等の見直し）  
第二十条 道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計及び都市開発資金融通特別会計は、平成二十
年度までに統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、その合理
化及び効率化を図るものとする。  

２ 空港整備特別会計において経理されている事務及び事業については、将来において、独立行政法人その他の国以外の者に行わせ
ることについて検討するものとする。 

３ （略） 
４ 空港整備特別会計法（昭和四十五年法律第二十五号）附則第十一項の規定による措置（※）については、第一項の統合の後におい
ても、空港の整備に係る歳出及び借入金を抑制するよう努めつつ、これを実施するものとし、将来において、空港の整備の進捗状況を
踏まえ、その廃止について検討するものとする。  

ウ （略）各個別の特別会計については、以下のとおり見直しを行うものとする。なお、これらの改革の過程においては、透明性の確保に配
慮しつつ民間関係者等の意見を聴く場を活用しながら、事業の要否及び主体について仕分けを行い効率化を図るとともに、市場化テ
ストの積極的な活用を図るものとする。 

空港整備勘定の制度的枠組みの見直しに至る経緯 

＜とりまとめ内容＞ 

 特別会計の枠組みのあり方（主体・区分経理） 
 

本勘定については廃止し、早急に民営化等を進めることとする
が、それまでの間、当面は暫定的なものとして区分して経理。 

行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定） （抜粋） 

① 道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計及び都市開発資金融通特別会計の五つの特別会計
については、平成20年度までに統合し、無駄の排除を行うものとする。空港整備特別会計については、将来の独立行政法人化等に
ついて検討するものとする。（略） 

   航空機燃料税については、特別会計の歳出・借入金の抑制の努力を講じつつ、引き続き空港整備に投入していくものとするが、そ
の適否については常に点検を行い、将来的には、空港整備の進捗状況を踏まえ、原則として一般財源化を検討するものとする。 

３ 特別会計改革（２）特別会計改革の具体的方針 

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 （平成１８年法律第４７号）（抄） 

行政刷新会議 「事業仕分け」 （平成２２年１０月２８日実施） 

特別会計の基本方針（平成２４年１月２４日閣議決定）（抜粋） 

（※）航空機燃料税の一部の一般会計から特別会計への繰り入れ措置 



○ 配置的側面からの空港整備の概成等により、空港政策の重要課題が「整備」から「運営」へシフトしつつあることを踏まえ、

空港における利用者利便の向上を図るため、平成２０年に「空港整備法」を改正して、名称を「空港法」とするとともに、空港基

本方針の策定、空港の区分の見直し、協議会制度やターミナルビル事業者に係る指定制度等による空港の適確な管理の確

保等所要の措置を講じた。 

空港利用者のさらなる利便性の向上を実現！ 

空港をめぐる社会経済情勢の変化 

空港利用者の
ニーズの多様化
や高質化 

【最寄りの空港までアクセス所要
時間と全人口に占めるシェア】 

２時間以内の地域：９５％ 

航空需要が着実に
増大する一方、配
置的側面からの空
港整備は概成 

仁川国際空港より 

  東アジア地域における
空港整備の進展による
空港間競争の激化 

空港法の概要 

                                  

○ 国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関する基本方
針を策定し、公表。 

 

○ 基本方針を定めるに当たっては、交通政策審議会の意見
を聴取 

空港基本方針の策定                         

○ 空港の区分の見直し               
 → 第一種、第二種、第三種としていた区分を見直し、各空港の果たして 
  いる機能や役割に応じて、空港の設置管理者や費用負担ルールを規 
  定。 
 

○ 空港ターミナルの適確な運営の確保 
 

 → 国管理空港において航空旅客ターミナル施設、航空貨物ターミナル 
   施設、航空機給油施設の建設・管理を行う者を指定。旅客取扱施設 
   利用料の上限認可等の措置により、指定された事業者の適確な運営を 

   確保。    

空港の適確な管理を通じた空港利用者の利便の向上 

 
○ 空港の利用者利便の向上のための協議会制度を創設 

空港周辺地域や空港関係者との連携強化 

「空港整備法」を「空港法」とし、空港の効果的かつ効率的な利活用や適切な管理のための 

制度的な枠組みを整備 

１ 空港の「整備」から「運営」へ 

空港政策の重要課題は「整備」から「運営」へシフト 

利用者本位の空港運営に 20 



成 田 

関 空 

シンガポール 

４０００ｍ 

３５００ｍ 

４０００ｍ 

４０００ｍ 

      （２５００ｍ） 
４０００ｍ 

２１８０ｍ 

整備中 
供  用 

発着
回数 

滑走路 

凡 例 

上海（浦東） 

仁 川 

３７５０ｍ 

３７５０ｍ 

４０００ｍ 

※ 国土交通省、ＩＣＡＯ、ＡＣＩ、各空港ＨＰ等の資料に基づき航空局作成。 

中 部 

２０．２ 
万回 

２０．４
万回 

１６．１ 
万回 

国内線 

国際線 

旅客数（万人） 

４２０ 

６３４ 

１，０５４ 

１，０５１ 

５０７ 

１，５５８ 

２，７０５ 

１１２ 

２，８１７ 

２，５５９ 

４６ 

２，６０５ 

１，４５６ 

８９９ 

２，３５５ 

香 港 

３８００ｍ 

３８００ｍ 

２５．９
万回 

３，９８０ 

３，９８０ 

３，０７２ 

３，０７２ 

北京首都 

３４．２ 
万回 

３８００ｍ 

３２００ｍ 

３８００ｍ 

４，１０１ 

９４０ 

３，１６１ 

２１．０
万回 

新広州 

 ３８００ｍ 

３６００ｍ 

３８００ｍ 
２，０２３ 

３１７ 
２，３４０ 

１８．５ 
万回 

１０．８
万回 

３４００ｍ 

４０００ｍ 

３５００ｍ 

※ 発着回数及び旅客数についてはＡＣＩデータ２００５（１～１２月）。 

※３本目の滑走路を‘０８年までに整備予定 
※３本目の滑走路を‘０７年までに整備予定 

※３本目の滑走路を‘０８年までに整備予定 

９．０ 
万回 

３８００ｍ 

※実績は２～１２月までの値 

東アジア地域で複数の滑走路を有する 

大規模空港が次々に整備 

※２本目の滑走路を‘０９年度までに延長予定 

※２本目の滑走路を‘０７年夏までに整備予定 

※３本目の滑走路を‘１０年までに整備予定 

１ 空港の「整備」から「運営」へ （当時の社会情勢） 

平成１９年航空分科会資料より 

21 



空港法改正の検討時において、我が国全人口の約６８％が１時間以内
で、約９５％が２時間以内で、それぞれ最寄りの空港にアクセスが可能。 

最寄りの空港までアクセス所要時間と  
全人口に占めるシェア 

２時間以内の地域 

３時間以内の地域 

１時間以内の地域 約６８％ 

約９５％ 

約９９．９％ 

（備考） NITAS（総合交通分析システム）により算出。 

【アクセス所要時間算出の前提】 
・平成16年3月現在の道路、公共交通機関ネットワークの状況を前提。 
・鉄道の待ち時間については、10時～16時までのダイヤにおける出発    
 間隔時間の半分の時間の平均として仮定。 
・各所要時間毎のアクセス可能区域については、平成16年3月現在の市 
 区町村単位により算出。 
・圏域人口算出に用いた人口統計データは平成12年国勢調査データ。 

※空港アクセス時間とは各市町村の中心駅から空港までの所要時間を指す。 

１ 空港の「整備」から「運営」へ （当時の社会情勢） 
 

平成１９年航空分科会資料より 

22 



■空港法第14条（協議会）【空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会を組織することができる。】 

 関係者が相互に連携及び協力し、空港の利便性の改善策や空港を活用した地域活性化策等について、必要な検討・ 
 協議を行う場である。  

  

１ 空港法協議会制度について 

 
《航空法第４７条の３について》 

○協議会の構成メンバーによる幅広い協議がなじむと判断され
る場合に、安全確保についても議題にできる。 
※従前より省令等に基づき運営されてきている空港保安委員会、 飛行場安全管理
システムにおける飛行場委員会等は、本協議会 とは別に引き続き設置・運営。 

 

 
《既存の協議会等との関係》 

○既存の協議会等を改組・統合して発足することも、 

 新たに組織し、既存の協議会等を並立して存続することも可能。 

 

空港管理者 
エアライン 

空港ビル 

空港ｱｸｾｽ 

事業者 

空港法第１４条
第２項第２号に

規定する者 

CIQ 

地方公共 

団体 

商工関係団体 

観光関係団体 

その他空港 

管理者が必要と 

認める者 

学識 

経験者 

空港法第１４条
第２項第３号に

規定する者 

【空港法協議会設置状況（平成２４年７月１日現在）】 〔２２空港〕 
○国が管理する空港 ２２空港（２６空港のうち） 

・H21年度設置 

 大分空港(4/1)、宮崎空港(4/1)、小松空港(4/1)、新千歳空港(4/16)、長崎空港(4/22)、 

 鹿児島空港(4/22)、仙台空港(4/24)、松山空港(5/14)、稚内空港(5/18)、北九州空港(5/28)、  

  三沢空港(6/9)、広島空港(7/1)、高松空港(7/10)、熊本空港(8/6)、釧路空港、(8/11)、 

  米子空港(9/1)、那覇空港(10/30)、高知空港(3/3)、函館空港(3/10)、新潟空港(3/25)、 

・H22年度設置 

   茨城空港(9/9) 

・H23年度設置 

   徳島空港(4/22) 23 



１ 空港法協議会を活用した取組事例 

【航空・空港を活用した地域振興、航空需要の開拓】                                                                   
 ○観光振興事業（広島空港） 
 ・広島空港周辺3市2町を圏域とする臨空広域 

 都市圏の地域振興や広域外への情報発信PR 

 のためバスツアーやサイクリングスタンプラリー 

 を実施。 

 

○雑誌を活用した海外旅行促進PR（新千歳空港） 

 ・札幌を中心に全道で販売している月刊情報誌（グルメ・旅行・ファッ  

 ション等の情報を網羅）に、海外旅行初心者向けに、新千歳空港を 

 利用したソウル旅行に関する記事を掲載 し利用促進PRを実施。 

 

 

 

 

 

 

【空港利用者の便益の増進】 
 ○CS推進活動（長崎空港） 

 ・長崎空港には航空機を利用される方、見送りや 

 出迎え、買い物で来られる方等の様々な人の往来 

 があり、空港内全職員がこれらの方々に「おもてな 

 しの心」で対応しようとするＣＳ活動を実施。 

 

  

 ○バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

 研修会（那覇空港） 
 ・那覇空港で勤務する職員を対象に、 

 バリアフリー及びユニバーサルデザイン 

 に関する知識と関心を持ってもらい、空 

 港利用者にとって、安全・安心で利便性 

 の高い空港とするための意識向上を目 

 的に研修会を実施。                                             

【航空ネットワークの維持】 
 ○定期便再開ＰＲ事業（仙台空港） 
 （東日本大震災関連事業） 
 ・仙台空港に国内、国際航空路線の運航再開PR 
 と、仙台空港ｱｸｾｽ鉄道の全線運転再開のPRの 
 ためﾎﾟｽﾀｰを作成し、車内（ＪＲ・ｱｸｾｽ鉄道）広告 
 を実施。 
  
○航空路線PR活動（松山空港） 
 ・松山空港国内定期路線の利用促進 
 キャンペーンを実施するため、松山空港 
 発着路線をPRするポスター・チラシを作 
 成し、松山空港就航先の空港ビルや県、 
 市の公共施設等に配布・設置し併せて 
 フリーペーパーへの掲載により、地域住 
 民や空港利用者等への広報活動を実施。 

                     

【空港と地域との交流促進】 
 ○出前講座（函館空港） 

 ・空港周辺３小学校の５年生を対象に 

 に函館空港で働く人達の業務等を説明し、 

 航空・空港の仕組みなどを紹介。 

  

 ○紙飛行機を題材とした「東北を元気 

 にするイラスト展」（三沢空港） 
 ・東日本大震災から１年 

 を迎え、着々と復興が進 

 むなか、人気漫画作家の 

 方たちによる紙飛行機を 

 題材とした東北を元気に 

 するイラスト展を開催。 

 

                              24 



空港利用者のさらなる利便や安全性の向上を実現！ 

利用者本位の空港運営に 

○空港整備が配置的側面から見れば概成する一方、空港利用者のニーズの多様化・高質化、安全の確保に係る要請の高まり等を踏ま

え、空港政策の重点課題は「整備」から「運営」へシフト 

○安全の確保を前提に、利用者の便益の増進や航空ネットワークの強化等の観点から取り組んでいる航空政策との整合に留意した上で、

国土交通大臣が今後の空港の中長期的な設置及び管理のあり方について基本方針を策定（平成２０年１２月２４日策定・公表 

(概ね5年ごとに見直し、改定する)） 

空港をめぐる社会経済情勢の変化 

空港に 
おける事
件・ 事故の
多発 

空港利用者 
のニーズの 
多様化や 
高質化 

【平成19年】 

全国の 

空港数 

97箇所 

【昭和42年】 

全国の 

空港数 

52箇所 

航空需要が着実に増大する一方、 
配置的側面からの空港整備は概成 

仁川国際空港より 

  東アジア地域における空港整備 
の進展による空港間競争の激化 

空港基本方針のポイント 

（１）既存ストックの有効活用を基本とし、空港施設の更新や高質化、運営面の充実・効率化及び施設の着実な整備
によって利用者便益の増進及び空港における安全・安心の確保を図る。 

（２）空港のサービス水準向上、適正な水準の空港使用料の設定等を通じ、航空ネットワークの適切な形成等により
我が国の国際競争力強化を図る。 

（３）空港の積極的な活用により地域経済の活性化その他の地域の活力の向上を図るとともに、空港の運営に伴う環
境負荷を軽減し、周辺地域との共生を図る。 

（４）近接する複数の空港について、適切な役割分担に基づきその機能を最大限活用していく等空港運営の最適化
を図る。 

空港基本方針の策定 

１ 「空港の設置及び管理に関する基本方針」について 

25 



１ 空港経営改革の必要性 

空港ビル等 

民間が運営 

滑走路等 

国が運営 

原則、着陸料等は 
全国一律の料金設定 

着陸料等の引下げによる 
LCC等の新規就航や 
便数の増加が困難 

地域への来訪者数が増えない 

現状と課題 

オープンスカイの進展、LCC等の新規参入等航空をめぐる環境変化 

人口減尐下での国内需要の頭打ち、航空会社間の競争激化、空港整備の概成 

26 

地域目線での航空ネットワークの拡充や経営改善に向けた取組が丌十分 

社会情勢の変化への対応の必要 

国（公務員）が 
運営することによる 
経営感覚の丌足 

全国27空港の着陸料収入を 
プール管理（特別会計） 

滑走路等(国)と空港ビル等
(民間)の運営主体が分離 



１ 様々な空港管理形態 

国の管理 • 国が設置管理者として施設を所有し運営 

独立行政法人化 • 空港毎に独立行政法人を設立、施設を所有し、運営 

保守管理等の 

一部の業務のみの委託 

（指定管理者） 

• 保守管理等の一部の業務のみを民間に委託 

• 国が着陸料を設定し収受し、運営主体に委託料を
支払い 

民間委託 

（運営権の設定） 

• 国が施設を所有し、民間に運営を委託 

• 運営主体が着陸料を設定・収受し、国に運営の対価
を支払い 

民営化 

（株式を国が所有） • 空港毎に株式会社（設置管理者）を設立 

• 会社が施設を所有し、着陸料を設定・収受 民営化 

（株式を民間が所有） 27 



フェーズⅠ 

～1960年 

国（防衛省）が主
要な商用空港を

管理 
 
 

フェーズⅡ 

1961年白書～ 

BAA設立 
ヒースロー 
ガトウィック 
スタンテッド 

プレストウィック 
エディンバラ（1971-） 
アバディーン（1975-） 
グラスゴー（1975-） 

 

地方自治体 
管理 

フェーズⅢ 

1986年空港法※1制定～ 

一部空港は地方自治体
管理 

BAA株式会社化・

上場 
ヒースロー 

ガトウィック（-2008） 
スタンテッド 

プレストウィック（-1992） 
エディンバラ 
アバディーン 
グラスゴー 

 

地方自治体管理 

株式会社化 
直近3年のうち2年間の年間 

収入が100万ポンド以上※2 

※1 1986年空港法では、直近３年のうち2年間の年間収入が100万ポンド以上の地方自治体管理空港について株式会社化を義務付けた 

※2 約２億円（1986年12月末のレート：246.46円/ポンド） 

※3  現在の株式会社管理47空港の中には、①空港法により株式会社化されたもの以外に、②同法の年収基準に該当しないものの地方自治体独自の判断で株式会社化されたもの、③BAAから他社に売却され
たものも含まれる。 

※4 31空港のうち26空港については民間資本100％ 

※5 2012年現在、BAAはスタンテッド空港を他の民間事業者へ売却することを検討中 

※6 2012年6月、BAAからGIP（インフラ運営会社）に売却した 

2011年 

BAA（民間資本） 
6空港 

ヒースロー 
スタンテッド※5 

サザンプトン（1990-） 
エディンバラ※6 

アバディーン 
グラスゴー 

 

地方自治体管理 

株式会社管理 
47空港※3 

ガトウィック、ルートン他 
 

うち民間資本 
31空港※4 

 

○ イギリスの主要な空港は、いずれも株式会社形態が取られており、かつ、その多くが100％民
間資本で運営されている。 

○ 滑走路等の基本施設とターミナルビルは一体的に運営されている。 

１ イギリスの空港民営化について 
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１ フランスの空港民営化について 

地方自治体所有
150空港 

 

 
 

～2004年 

 

国所有162空港 

 

 
 

 

 

 

 
 

2007年 
・12空港について順次運営委託の方針注1 

・国所有150空港を地方移管注2 

約50の空港 

商工会議所等に
より管理 

 約50の空港 

地方自治体管理 

 

地方自治体所有 

約115空港 

 

 
 

単独の市町村が所有 

市町村の集合体 

州単独、または州と
地方自治体の集合体 

県単独、または州と
市町村の集合体 

運営委託約35空港 

ADP（パリ空港公団） 
シャルル・ド・ゴール、 

オルリー、ブルジョ 等 

パリ周辺の14空港 

2005年～ 
ADP株式会社化・上場注1 

 

国所有162空港 

 

 

 
 

 

 
 

ADP株式会社化 
シャルル・ド・ゴール、 

オルリー、ブルジョ 等 

パリ周辺の14空港 

約50の空港 

商工会議所等に
より管理 

 
約50の空港 

地方自治体管理 

 

ADP株式会社（上場） 
シャルル・ド・ゴール、オル

リー、ブルジョ 等 

パリ周辺の14空港 

ADP株式会社（上場注4） 
シャルル・ド・ゴール、オル

リー、ブルジョ 等 

パリ周辺の14空港 

国所有12空港 
【順次運営委託の方針】 

ニース、トゥールーズ、リ
ヨン、マルセイユ、ボル

ドー、ナント等 
国所有6空港 
ストラスブーグ他 

2011年 
・主要6空港の運営委託を実施注3 

・地方移管空港の運営委託実施 

運営委託6空港 
リヨン、ボルドー、トゥールーズ、

ニース、マルセイユ、ナント 

注1：「空港と他の法令との関係に関する法」にて、①ADP の株式会社化と②主要地方空港を順次運営委託する方針が定められた。②については、12空港を対象としており（2007年3月民間航空局発表）、政府が 

    出資して設立した株式会社に運営委託を実施した上で、政府の出資持分を将来的には民間へ売却する方針。 

注2：「地方の自由と責任に関する法」にて国家戦略上重要な空港を除き、国所有の150空港を地方自治体に移管することを規定。 

注3：「国所有空港とこれらの空港の運営に適用される特別規定の認可に関する法」にて運営委託の詳細なルールを規定。また、新空港建設の予定があるナント空港会社へは民間主体が100％出資。 

注4：2009年末時点の株主構成は、仏政府52.1％、仏法人投資家11.4％、非在仏法人投資家9.1％、仏預金供託公庫8.6％、スキポール空港グループ8.0％ 等。 

単独の市町村が所有 

市町村の集合体 

州単独、または州と
地方自治体の集合体 

県単独、または州と
市町村の集合体 

○ 滑走路等の基本施設とターミナルビルは一体的に運営されている。 

29 



１ オーストラリアの空港民営化について 

～1987年 1988年 
FAC（連邦空港公社） 

設立 

連邦政府が
所有管理 

1997年 
1996年民営化関連２法成立 

FAC所有3空港 

 運営委託実施注1 

運営委託 

3空港 
ブリスベン、メル
ボルン、パース 

注1：空港移行法において、①まずFACから連邦政府への土地、資産及び負債の譲渡を規定し、②その上で連邦政府が新たな運営主体となる民間空港会社に対して、土地の貸付及び資産の売却（＝運営委託）
を行う旨規定。さらに、空港法において、①空港のリース方法、②空港事業者に求められる要件、③空港の土地利用計画の枠組み（マスタープラン）やその策定手順等を規定。 

注2：エッセンドン空港は小規模な空港（2001年：約1400人、2010年：約20000人）で、1998年に連邦政府100％出資で運営会社を設立した上で同社へ運営委託。2001年に全株式を民間へ売却。 

注3:シドニー空港及び近隣の3空港（バンクスタウン空港、キャンデム空港、ホクストン空港（2008年に廃港））については、1998年に連邦政府100％出資で運営会社を設立し、連邦政府から同社へ運営委託（これ
によりFACは業務終了）。その後、シドニー、周辺３空港を運営する会社に分社化したうえで2002年にシドニー空港会社の全株式を民間に売却、2003年に周辺３空港会社の全株式も民間に売却。 

1992～1993年 
連邦政府所有の 

230空港を地方自治体へ 

無償譲渡 

地方自治体 

管理 

230空港 

連邦政府が
所有管理 

 
 

完全民営化 

ケンブリッジ(1993年) 

地方自治体 

管理 

230空港 

1998年 
FAC所有14空港 

運営委託実施 

FAC 

23空港 

 

FAC 

22空港 

 

FAC 

19空港 

 

完全民営化 

エッセンドン(2001年)注2 

運営委託 

14空港 
アデレード、キャン
ベラ、ダーウィン他 

運営委託  

シドニー等4空港注3 

（2002～2003年） 

地方自治体 

管理 

230空港 

○ 滑走路等の基本施設とターミナルビルは一体的に運営されている。 

運営委託 

3空港 
ブリスベン、メル
ボルン、パース 

FAC 

5空港 

 

運営委託 

14空港 
アデレード、キャン
ベラ、ダーウィン他 

運営委託 

3空港 
ブリスベン、メル
ボルン、パース 

地方自治体 

管理 

230空港 

2011年 
1998～2003年にかけて 

シドニー等５空港を売却、 

FAC空港の民営化が完了 

完全民営化 

ケンブリッジ(1993年) 
完全民営化 

ケンブリッジ(1993年) 
完全民営化 

ケンブリッジ(1993年) 
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○ 米国では、公団・公社や地方政府が滑走路等の基本施設とターミナルビルを一体的に管理・
運営。 

公団・公社所有 39% 

市政府 33% 

郡政府 15% 

 連邦政府による空港の所有・運営は1946

年連邦空港法（the Federal Airport Act）
により禁止。 

州政府 7% 

その他 6% 

現状（2011年） 
（商業用空港503空港） 

全米の各空港で以下の方式でターミナル内事業の民間委託がされている。 

②包括的な委託 

  事業者に対してターミナル内の商業施設運
営について包括的に委託 

民間企業 1空港 

①個別の委託契約 

 ターミナル内の各事業者と
個別に委託契約 

  

 

2009年に米国初の民間資金のみで整
備された空港として供用（100%民間の
会社が運営） 

※１ 

※２ 

ニューヨーク（JFK,EWR） 

ワシントン（DCA、IAD） 

ボストン（BOS）等 

アトランタ（ATL）、シカゴ（ORD、MDW）、
ロサンゼルス（LAX） 

ラスベガス（LAS）、マイアミ（MIA）、
フォートローダーデール（FLL）等 

ホノルル（HNL）、アンカレッジ（ANC）等 

ダラス・フォートワース（DFW：複数都市
による所有） 

ブランソン（ミズーリ州） 

例： 例： 

 ◆BAAが運営するターミナル 

 ◆JFKの７つのターミナルビル 

 公社（PANYNJ）が航空企業等に経営を委託 

 ピッツバーグ（1992）、ボストン・ローガン（2000）、ク
リーブランド（2008） 等 

1997年 連邦航空局が「空港民営化パイロットプログラム」を創設。 

 

（2012年現在の状況） 

②空港運営全体の民営化 

※１ 

※２ 

①ターミナル運営の部分的民間委託 

ダラス・フォートワース
（DFW） 

１ アメリカの空港運営の現状について 

○事業者選定済・連邦航空局の承認待ち：ルイス・ムニョス・マリン（プエルトリコ） 

○事業者選定手続き中：エアグレイズ（フロリダ） 

○管理者側での事業化申請準備中：ミッドウェー（シカゴ） 
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フランス オーストラリア 韓国 

空港名 ボルドー空港 パース空港 仁川国際空港 

運営会社 
ボルドー空港会社注２ 

(Bordeaux Merignac Airport SA) 
パース空港会社注４ 

（Westralia Airports Corporation） 
仁川国際空港公社注５ 

運営委託の形態 コンセッション（30年間） コンセッション（50年＋49年） 無償リース注６ 

所
有
権 

土地 政府 政府 政府 

基本施設（滑走路等） 
旅客ターミナルビル等 

空港会社 空港会社 政府 

コンセッション料 
毎年14,000ユーロ※      

（約140万円） 
※土地代として     

6.3億豪ドル（一括） 
（約504億円） 

 
無償 

 

整
備
等 

修繕（維持管理）の場合 空港会社負担 空港会社負担 

新規整備（増設）の場合 
 

空港会社負担注３ 
 

空港会社負担 
 
 
 

災害時対応の場合 空港会社負担 空港会社負担＋連邦政府の支援 

国土海洋大臣が航空需要の見通し、
空港整備、空港開発費用及び調達計
画を含む空港開発中長期総合計画を
策定し、空港公社が実施。 
 

＜フェーズ１ 建設プロジェクト＞ 
総額：5兆6,323億ｳｫﾝ（約3,717億円） 
（内、政府負担：2兆2,518億ｳｫﾝ (約
1,486億円）） 
 

＜フェーズ2 建設プロジェクト＞ 
総額：3兆918億ｳｫﾝ（約2,040億円） 
（内、政府負担：1兆1,000億ｳｫﾝ  
 (約726億円)） 

（注１） 表中の金額は、1ユーロ＝100円、1豪ドル＝80円、1ウォン＝0.066円で算出。 

（注２） ボルドー空港会社は、政府（60%）、商工会議所（25%）、地方自治体（15％）が株式を保有。政府は保有株式を売却する方針であるとされている。 

（注３） 安全性及び危機管理の面で、政府のサービスに必要な投資については、政府が費用負担。 

（注４） パース空港会社は、民間が株式の100％を保有。 

（注５） 仁川国際空港公社は、政府が株式の100％を保有。政府は保有株式のうち最大49％を民間に売却する方針であるとされている（51％は保有維持）。 

（注６） 仁川国際空港の運営については、仁川国際空港公社法にて規定。 

＊聞き取り調査により作成 

１ 諸外国におけるコンセッション・リースの事例 
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１ 空港経営改革の流れ 

 

   

国土交通省成長戦略（平成22年5月） 

航空分野において以下の提言がなされた。 

○バランスシート改善による関空の積極的強化 
 関空を首都圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生するため、

伊丹も活用しつつ、バランスシートを抜本的に改善。 
 これにより、貨物ハブの実現やLCC（格安航空会社）の誘致

等、関空の特色を活かした戦略的経営を実現。 

○「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効率化 
 中期的には、空港関連企業と空港の経営一体化及び民間への

経営委託ないし民営化により、空港経営を抜本的に効率化。 

 短期的には、空港整備に係る各歳入・歳出の在り方の見直しを
通じ、小型機の優遇等、時代の要請に応じた着陸料体系を再
構築。 

 

   

PFI法一部改正法の成立（平成23年6月） 

公共施設等運営権（コンセッション）制度（空港を含む公共インフラ一般について、その運営を民間事業者に委ねるこ
とを可能とする制度）の創設 

○関西空港と伊丹空港の経営統合 

関空伊丹法案の成立（平成２３年５月） 

経営統合（平成２４年７月）  ※新会社に旧関空会社、国（伊丹）から事業承継 

経営統合後、両空港の長期の事業運営権の投資家等への売却（コンセッション）の実施 

○国管理空港の経営改革 
空港運営のあり方に関する検討会の立ち上げ（平成２２年１２月） 
                         ［御立座長（国土交通省成長戦略会議座長代理）、三井国土交通副大臣、市村国土交通政務官] 

  「空港経営改革の実現に向けて（空港運営のあり方に関する検討会報告書）」とりまとめ（平成２３年７月） 

第１８０回通常国会に、国管理空港等について公共施設等運営権制度を活用した運営等の民間委託を可能と

するための法案（民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案）を提出（平成２４年３月６日） 

国土交通省成長戦略・航空分野の具体化に向けた取組 
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管制 

* 多くは地方公共団体が出資する    
  第３セクター法人 

現在 

管制 空港
ターミナ
ル等 

国 

滑走路等 

民間事
業者 

国 

滑走路等（国）と空港ターミナル等（民
間）の運営主体が分離している。なお、
管制については国が実施している。 

 
* 

運営委託後 

滑走路等 ＋ 空港ターミナル等 

国 民間事業者が一体的に経営 

滑走路等と空港ターミナル等の一体的な経営を可能
とするためには、滑走路等の運営を民間事業者に委
託することを可能とする措置を講じる必要がある。 

PFI法の公共施設等運営権制度（公共施設の運営を民間
事業者に委ねることを可能とする制度※）を活用し、国管
理空港の運営の民間委託を推進する。 
 ※同制度では国等の公的主体が施設所有権を留保することが前提。 

１ 公共施設等運営権制度を活用した国管理空港の運営の民間委託について 

民
間
事
業
者
へ
の
運
営
委
託 

事業契約 国 
【設置・管理】 

利用者 

サービス提供 料金支払い 

民間事業者 

【運営】 運営権の設定 

運営権 

施設等の
所有権 

業務の監督 
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【北海道】 
・道の有識者懇談会から、空
港経営の上下一体化等による
道内空港の運営の効率化、複
数空港の一体運営(バンドリン
グ)の活用等が提言(H24.3) 

【釧路市】 
・釧路市、商工会議所、空港
ビルによる釧路空港運営のあ
り方検討会が発足(H24.4) 

【宮城県】 
・「仙台空港等活性化検討会」の場
で、官民関係者による仙台空港につ
いてH26年度からの運営委託を目指
し検討を重ね、県の基本方針を策定
し、国交大臣に手交(H24.10) 

【青森県】 
・県の有識者検討会から公
共施設等運営権制度の活用
等について提言(H24.3) 

【佐賀県】 
・国交省の補助金を活用し、指定管理者制度や将来的な公
共施設等運営権の活用について報告をとりまとめ(H24.3) 

【愛媛県】 
・県、市、空港ビルによる実務者レ
ベルの検討会が発足(H24.4) 

【広島県】 
・県において、広島空港の運営委託
について調査を実施(H24年度) 

【静岡県】 
・県において、指定管理の更新期
限を迎えるH25年度末以降の空港経
営について検討を開始(H24年度) 

【石川県】 
・H26年度末の北陸新幹線の
金沢延伸を背景に県において
空港活性化策を取りまとめ
(H24.3） 

【福岡県】 
・県、空港ビルにおいて調査を実施。 

【熊本県】 
・県において検討を
実施(H24年度) 

１ 空港経営改革に関する各地の動き 

【香川県】 
・県において、高松空港の運営委託
について調査を実施(H24年度) 
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 （注）：総発着回数及び総旅客数は平成23年度（回転翼機を含む） 

【設置・管理者】 新関西国際空港株式会社 

【開港日】 平成６年９月４日 

【滑走路】  3，500ｍ×１本 

         4，000ｍ×１本 

【運用時間】 ２４時間 

 

【総発着回数】 10．8万回 

【総旅客数】  1，386万人 

  国際   1,011万人 
 国内     375万人 

関西空港の概要 

【設置・管理者】 新関西国際空港株式会社 

【開港日】 昭和３３年３月１８日※ 

            ※「大阪空港」として開港 

【滑走路】  1，828ｍ×１本 

        3，000ｍ×１本 

【運用時間】 １４時間 ７：００～２１：００ 

 

【総発着回数】 12．3万回 

【総旅客数】  1，291万人      

伊丹空港の概要 

11,692 
12,480 12,494 12,251 12,029 11,809 
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（単位：億円） 

 
 

 
  

【経常利益推移表】 

【有利子負債残高推移表】 

○ 海上空港建設の経緯から、1.3兆円を超える巨額の負債の元利償還が会社
経営を圧迫。 
⇒完全24時間運用という国際拠点空港としての本来の優位性を活かした戦

略的な経営や前向きな投資の実行が困難な状況。 
 

○ 関西空港の需要拡大を阻害する構造的要因を解決するため、伊丹空港との
関係整理が必要。 

○関西空港のバランスシート改善 
関西空港のバランスシートを改善するために、収益性に優れた伊丹空港と経
営統合し、関西空港・伊丹空港の事業価値の増大を図り、事業運営権を一体
で民間にアウトソース（いわゆる「コンセッション」）することを追求。 

 

○関西空港・伊丹空港の一層の活用 
関西空港は首都圏空港と並ぶ国の国際拠点空港として最大限活用し、伊丹
空港は国内線の基幹空港として安全・環境面に配意しつつ運用することで、
両空港を適切かつ有効に活用し、関西における航空輸送需要の拡大を図る。 

  
  

 

（単位：億円） 

１ 関西空港と伊丹空港の経営統合の背景 

36 

関西空港の課題 国土交通省成長戦略会議報告書（平成２２年５月１７日）より 

政府補給金の交付開始 
※Ｈ１５年度以降、毎年度交付 



〔伊丹空港〕 〔関西空港〕 

民
間 

国 

関空
会社 

ビ 

ル 

滑走路等 

土  地 

ビ 
ル 滑走路等 

土  地 

ビ 

ル 

滑走路等 

土  地 

ビ 

ル 滑走路等 

土  地 

民
間 

貸付け 地代 

投資家等 

長期（３０～５０年）の
事業運営権（コンセッ
ション）の設定 

子
会
社 

関空土地
保有会社 

両空港 

運営会社 

〔伊丹空港〕 〔関西空港〕 
○統合前 ○統合後 

○大阪国際空港（伊丹空港）は国が直接管理し、関西国際空港（関西空港）は関空会社（国が２／３、地元自治体・民間が１／３出資）が管
理している。 

○新たに設立される両空港運営会社（＝新関西国際空港株式会社（新関空会社））が伊丹空港及び関西空港を管理する。 

○経営統合後、両空港の長期の事業運営権の投資家等への売却（いわゆるコンセッション）を実施することにより、関西空港の債務の一
層円滑な返済が可能となる。 

※１ 新関空会社は国が１００％出資する株式会社とする。 

・株主を単一とすることで、より有利で円滑なコンセッションの実施を可能とする。 

・国土交通省成長戦略に基づく国の政策として、国主導でコンセッションを実施する。 

※２ 関空土地保有会社（＝旧関西国際空港株式会社）が関西空港の空港用地の保有管理を行う。 

・関西空港の空港用地が海上に造成されたため、維持管理に高度の専門技術や多額の費用が必要とされるという特殊性を勘案し、
関西空港の空港用地の維持管理を専門的に担う主体が必要である。 

・関西空港の空港用地の造成に要した費用に関する債務の返済等を新関空会社から切り離すことで経営の安定化を図る。 

※３  伊丹空港の空港ビルは民間事業者（大阪国際空港ターミナル株式会社（ＯＡＴ））が管理しているため、新関空会社が、２５年度の 

    なるべく早い段階で、各株主からＯＡＴの株式全部を取得する方向で調整中。 

統合前 

統合後 

１ 関西空港と伊丹空港の経営統合の概要 
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○関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な 

  設置及び管理に関する法律の成立（５月１７日） 

 

平成２３年５月 

平成２４年４月～６月 ○新関西国際空港株式会社設立【代表取締役：安藤圭一】（４月
１日） 
 

 ○国土交通大臣による基本方針の告示（６月２２日） 
 

平成２４年７月～ ○関西空港・伊丹空港の経営統合（７月１日） 

 ・関空会社からの事業承継 

 ・国（伊丹）からの事業承継 
  

   

平成２６年～ ○（早ければ平成２６年度にも）コンセッションの実現（契約締結） 

○新関空会社・中期経営計画の公表（１０月２４日） 

○コンセッションに向けての準備（マーケットへの働きかけ等） 

○新関空会社・経営戦略の公表（７月１３日） 

１ 関西空港と伊丹空港の経営統合関係スケジュール 
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福岡空港 羽田空港 

管制圏 

福岡進入管制区 

管制圏 

東京進入管制区 

管制区 

東京管制部管轄区域 
福岡管制部管轄区域 

飛行場管制業務 

進入管制業務 
(ターミナルレーダー管制業務) 

航空路管制業務 

進入管制業務 
(ターミナルレーダー管制業務) 

飛行場管制業務 

離陸から着陸までのイメージ 

航空保安無線施設 航空保安無線施設 航空保安無線施設 
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最
終
進
入
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可
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着
陸
許
可
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出 

着
陸
に
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な
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報
提
供 

航空交通流の調整 航空交通流の調整 

（管制区管制所） （管制区管制所） 

（飛行場管制所） （飛行場管制所） （ターミナル管制所） （ターミナル管制所） 

航空会社 

航空交通管制情報処理システム 

飛行計画書の提出 

航空機の運航に必要な情報の提供 

飛行計画等の情報 

航空会社 

飛行計画等の情報 

関係機関へ情報の伝達 

航空機の運航監視 

到着後の経路上等の状況の報告 

（航空交通管理センター） 

管制承認 管制承認 

一般的な旅客機の運航方式（計器飛行方式）の例 

管
制
指
示 

１ 航空管制業務の概要 
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（千機） （人） 

航空管制官等定員 

航空管制延べ取扱機数 

※ 航空管制延べ取扱機数とは、各管制機関において取り扱った航空機の数である。 

※ 航空管制延べ取扱機数は暦年のデータ、航空管制官等定員は年度末の定員である。 

※ 航空管制官等定員には、管制、管制運航情報、管制通信、管制技術、航空灯火・電気技術及び衛星運用業務に従事する者が含まれる。 

管制業務                １，８８１人 

管制運航情報業務              ６９３人 

管制通信業務                    ４５人 

管制技術業務             １，３２７人 

航空灯火・電気技術業務       １６３人 

衛星運用業務               １１１人 

１ 航空管制取扱機数と航空管制官等定員の推移 
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＜我が国空域の混雑状況＞ 

東京国際空港 

東京国際空港周辺空域の混雑状況 
Ｈ２２．１０．２０以前 

＜東京国際空港場面における出発機の混雑状況＞ 

４ ７ ６ ８ ５ ３ 

滑走路 

１ ２ 

D滑走路供用後の混雑状況 
Ｈ２２．１０．２１以降 

東京国際空港 

 ＜東京管制部空域の混雑状況＞ 

① 
② 

③ 

④ 
⑥ 

⑤ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

○ 関東上空の混雑状況 
 

   Ｄ滑走路の供用開始（平成22年10月21日）に伴い、羽田空港周辺の空域利用状況は改善されつつあるが、そ
れに接続する東京管制部の空域では依然として混雑している状況である。 

 

     ：羽田空港へ向かう到着機 

     ：羽田、成田からの出発機 

     ：その他空港からの通過機 

１ 我が国空域の混雑状況 
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１ 羽田空港における再拡張前後の滑走路運用 

滑走路運用の変化 

出発 ３２機／時 

 到着３１機／時 

到着  ３１機／時 

出発 ３２機／時 

到着２８機／時 到着１２機／時 

出発２８機／時 

出発１２機／時 

出発１８機／時 

出発２２機／時 

到着１２機／時 

到着２８機／時 

再拡張前 
再拡張後 

Ａ滑走路 

Ｂ滑走路 

Ｃ滑走路 

Ａ滑走路 

Ｂ滑走路 

Ｃ滑走路 

Ａ滑走路 

Ｂ滑走路 

Ｃ滑走路 

Ｄ滑走路 

Ａ滑走路 

Ｂ滑走路 

Ｃ滑走路 

Ｄ滑走路 

南風 
運用 

北風 
運用 

※機数については、44.7万回時の想定機数 
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***  ESTIMATED TRAFFIC GRPH (SECTOR)  ***

AREA : T27 03:51

TIME : 0350-0640
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TOTAL 28 29 29 30 32 36 37 38 39 40 39 38 34 32 29 29 30 31

CAPA 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
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 悪天候などにより、管制処理容量
を超える交通量が予測される場合に
は、「航空交通管理センター」が出発
予定の航空機に対して、適切な出発
時刻等の指定などによって交通流を
制御し、交通需要と空域容量のバラ
ンスを図っている。 

航空交通流管理 
＜羽田空港の例＞ 
  12:00～12:30の間の到着

機が過度に集中する場合、そ
の時間帯に到着が集中しない
ように全国の空港からの羽田
行き出発機の出発時刻を調節
する。 

福岡空港 

調整対象機：10:30～
11:00の羽田行き 

那覇空港 

調整対象機：09:50～10:20 

の羽田行き 

大阪空港 

調整対象機：11:00～11:30 

の羽田行き 

新千歳空港 

調整対象機：10:30～11:00 

の羽田行き 

１ 増大する航空交通量への対応 ～航空交通流管理～ 

交通流管理(出発制御)のイメージ 

航空交通管理センター(福岡) 

○ 円滑な交通流の形成により、安全性と運航効率が向上 
○ 空中での旋回待機が減尐することにより、航空機燃料消費量及

びCO2排出量が削減 
○ 当該空域を担当する管制官の負担軽減により、処理能力が向上 

効 果 
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２．航空ネットワークの維持等に関する 
施策の状況について 
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(注)  ①幹線空港：新千歳、成田、伊丹、関西、福岡及び那覇の各空港をいう。※羽田を除いている。 
    ②定期便による実績 

・地方空港間を結ぶ路線（ローカルtoローカル）は、変動があるものの、平成１６年頃から減尐を続けている。 
・幹線空港と地方空港を結ぶ路線は、ほぼ一貫して減尐傾向にあるが、特に平成１９年以降、減尐が著しい。 
・離島路線は、若干の増減はあるものの、大きな変動はない。 

２ 国内航空路線の現況（路線数の推移） 
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出典：航空輸送統計年報 

（路線数） 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

路線種別ごとの路線数 

幹線空港＝幹線空港 

羽田＝地方空港 

幹線空港＝地方空港 

地方空港＝地方空港 

離島空港＝離島以外空港 

離島空港＝離島空港 

総計 

（※羽田含む） 



出典：航空輸送統計年報 

・平成１１年から平成１４年の間の旅客の伸びは、幹線旅客の伸びの寄与が大きい。 

・平成１８年を境に幹線、ローカル線の双方で旅客数の減尐が見られるが、ローカル線の減尐が特に大きい。 

２ 国内航空路線の現況（旅客数の推移） 
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（千人） 
（路線数） 

※路線数は右軸 
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※ 年間100万人以上の路線を持つ空港を掲載 

その他 １１路線 

その他 ２８路線 

その他 ５路線 その他 ４路線 

その他 ２路線 

その他 ２７路線 

その他１路線 その他 １９路線 

その他 ３５路線 

その他２４路線 

その他 ２４路線 

その他 ９路線 

その他 ７路線 

その他 １５路線 

その他６路線 その他 ４路線 

小松 

広島 

 

高松 
松山 

長崎 

熊本 

宮崎 

福岡 

鹿児島 
中部 

※ 航空輸送統計年報（23年度）より航空局作成 

その他 ６路線 

 

石垣 

 

・国内航空旅客流動については、羽田空港への一極集中が顕著。 

伊丹 

 

 北九州 

大分 

新千歳 

関空 

那覇 

羽 田 

２ 国内ネットワークの現状 

平成23年度年間旅客数100万人以上の路線（19路線） 
※ 線の太さは、旅客数の多寡を示す 

空港 

その他路線数（平成23年度就航実績路線数） 

※ 円の大きさは、国内線旅客数の多寡を示す 

羽田 

5,256万人 

（66.5%） 

羽田 

（伊丹・関西路線を除く） 

4,672万人 

（59.1%） 

羽田－伊丹 

481万人 

（6.1%） 

羽田－関西 

104万人 

（1.3%） 

伊丹 
（羽田・成田路線除く） 

663万人 

（8.4%） 

中部・名古屋 
（羽田・成田路線除く） 

425万人 

（5.4%） 

その他 

1,147万人 

（14.5%） 

成田 

180万人 

（2.3%） 

関西 
（羽田・成田路線除く） 

234万人 

（3.0%） 国内旅客 

7,905万人 
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SKY 

平成16年度 

SKY ADO SNA SFJ 

平成２４年度 

２ ネットワークの変遷：新規航空会社 全就航路線 
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２ 路線分類毎の航空会社の路線及び便数(平成19年から24年の推移） 

    
ＪＡＬ ＡＮＡ ＳＫＹ ＡＤＯ ＳＮＡ ＳＦＪ 

19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 

 幹線  路線数 16 17 17 17 3 9 1 1 0 0 0 2 

     便数 104.5 95.8 100.3 101.5 20.1 38.4 8 11 0 0 0 9 

   うち羽田路線 路線数 5 5 5 5 3 3 1 1 0 0 0 2 

    便数 70.5 65 62.3 63 20.1 22.4 8 11 0 0 0 9 

   うち羽田路線以外 路線数 11 12 12 12 0 6 0 0 0 0 0 0 

    便数 34 30.8 38 38.5 0 16 0 0 0 0 0 0 

 羽田＝地方路線  （幹線除く） 路線数 29 28 29 31 1 4 3 4 3 5 1 1 

  便数 115.5 128 109 118 6.2 12.2 6.6 10 18 22 11 11 

   うち低需要路線 路線数 3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 3.5 6 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

   うちシングルトラック 路線数 10 8 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

    便数 31.5 22 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

 地方＝地方路線  （離島路線除く） 路線数 81 33 67 49 0 11 0 5 0 4 0 0 

  便数 190.6 109.6 173.4 152 0 23 0 10 0 5 0 0 

   うち低需要路線 路線数 44 15 28 20 0 3 0 3 0 3 0 0 

   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 64.6 32 42.1 34 0 6 0 4 0 3 0 0 

   うちシングルトラック 路線数 55 18 42 26 0 7 0 3 0 3 0 0 

    便数 107.7 48.6 78.1 74 0 15 0 4 0 3 0 0 

 離島路線 路線数 31 30 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 

  便数 75.6 76.3 27 20 0 5 0 0 0 0 0 0 

   うち低需要路線 路線数 25 25 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 38.2 39.2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

   うちシングルトラック 路線数 29 28 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

    便数 56.6 58.3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
出典：各社６月ダイヤ参照（季節運航便除く） 

（羽田、新千歳、成田、大阪、関西、 
 福岡、那覇を相互に結ぶ路線） 
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２ 路線分類毎の航空会社の路線及び便数 
(平成19年から24年の推移） 

    

ﾋﾟｰﾁ 
ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝ 

ｱｲﾍﾞｯｸｽ 
ｴｱﾗｲﾝｽﾞ 

天草ｴｱﾗｲﾝ 
ｵﾘｴﾝﾀﾙ 
ｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞ 

新中央航空 東邦航空 
ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑ 
ｴｱﾗｲﾝｽﾞ 

旭伸航空 
北海道 

ｴｱｼｽﾃﾑ 

19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 

 幹線  路線数 － 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

     便数 － 6.5 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うち羽田路線 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

    便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うち羽田路線以外 路線数 － 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

    便数 － 6.5 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

 羽田＝地方路線（幹線除く） 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

  便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うち低需要路線 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 
   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うちシングルトラック 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

    便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

 地方＝地方路線（離島路線除く） 路線数 － 2 7 11 3 3 2 0 0 0 0 0 － 11 0 － － 4 

  便数 － 4 10 18.5 5.1 4.8 3 0 0 0 0 0 － 19.4 0 － － 9 

   うち低需要路線 路線数 － 2 4 6 3 2 2 0 0 0 0 0 － 10 0 － － 4 
   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 － 4 4 9 5.1 4 3 0 0 0 0 0 － 13.9 0 － － 9 

   うちシングルトラック 路線数 － 2 3 5 3 2 2 0 0 0 0 0 － 9 0 － － 4 

    便数 － 4 3 8 5.1 4 3 0 0 0 0 0 － 17.8 0 － － 9 

 離島路線 路線数 － 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 － 0 1 － － 2 

  便数 － 0 0 0 0 0 9 7.9 10 10 5 5 － 0 4 － － 2 

   うち低需要路線 路線数 － 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 － 0 1 － － 2 
   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 － 0 0 0 0 0 9 7.9 10 10 5 5 － 0 4 － － 2 

   うちシングルトラック 路線数 － 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 － 0 1 － － 2 

    便数 － 0 0 0 0 0 9 7.9 10 10 5 5 － 0 4 － － 2 
出典：各社６月ダイヤ参照（季節運航便除く） 

  ※北海道ｴｱｼｽﾃﾑの19年度実績は日本航空グループに含む。 

（羽田、新千歳、成田、大阪、関西、 
 福岡、那覇を相互に結ぶ路線） 
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２ 国内航空ネットワークの推移（新規・廃止路線一覧） 

新千歳－帯広 旭川－釧路 伊丹－庄内 丘珠－女満別 名古屋－長崎 丘珠-女満別 成田-関西 

新千歳－函館 新千歳－鹿児島 伊丹－種子島 丘珠－稚内 名古屋－福岡 新千歳－旭川 成田-神戸 

新千歳－三沢 新千歳－庄内 大島－八丈島 丘珠－中標津 伊丹－佐賀 新千歳－山形 関西－宮古 

新千歳－紋別 新千歳－高松 関西－青森 静岡-小松 伊丹－三沢 新千歳－松山 関西－福江 

丘珠－紋別 新千歳－中標津 関西－旭川 中部－花巻 伊丹－松本 茨城－中部 神戸-熊本 

函館－帯広 新千歳－那覇 関西－帯広 中部－釧路 伊丹－石見 羽田－中部 

函館－女満別 新千歳－松山 関西－鹿児島 中部－青森 伊丹－大館能代 中部－石垣 

仙台－函館 花巻－那覇 関西－釧路 中部－徳島 神戸－石垣 神戸－福岡 

中部－福島 福島－那覇 関西－高知 中部－米子 岡山-鹿児島 出雲－新千歳 

名古屋－北九州 新潟－佐渡 関西－松山 名古屋－熊本 広島西-鹿児島 徳島－新千歳 

伊丹－石垣 関西－秋田 神戸－仙台 名古屋－高知 広島西-宮崎 福岡－石垣 

関西－宮崎 関西－仙台 長崎－宮崎 名古屋－山形 松山－那覇 北九州－那覇 

神戸－熊本 関西－花巻 那覇－粟国 名古屋－秋田 高松-鹿児島 

神戸－新潟 関西－福島   名古屋－松山 北九州－那覇 

福岡－青森 神戸－鹿児島   名古屋－新潟 熊本－松山 

福岡－花巻 高知－那覇   名古屋－帯広 

大分－那覇 福岡－富山   
石垣－波照間 熊本－松山     

※旅客定期便のみ。全くの新規及び完全に撤退した路線を掲載。 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 
神戸－石垣 新千歳－函館 新千歳－旭川 新千歳－茨城 丘珠-女満別 茨城－那覇 

中部－石垣 伊丹－種子島 新千歳－松山 丘珠-利尻 成田－鹿児島 

関西－仙台 伊丹－屋久島 新千歳－中標津 成田－旭川 中部－石垣 

熊本－神戸 静岡－新千歳 羽田－中部 成田－新潟 関西－鹿児島 

静岡－鹿児島 成田－関西 成田－神戸 関西－長崎 

静岡－熊本 中部－茨城 関西-宮古 関西－宮古 

静岡－小松 関西－旭川 福岡-花巻 

静岡－那覇 神戸－茨城 那覇－松山 

静岡－福岡 神戸－鹿児島 

福岡－石垣 神戸－長崎 

福岡－神戸 北九州－那覇 

新
規
路
線 

廃
止
路
線 
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４路線 

１路線 

８路線 

１１路線 １１路線 

１３路線 

１８路線 １８路線 

１２路線 

３１路線 

６路線 

５路線 

（平成２４年１１月現在） 



２ 尐便数路線の状況 

東京=紋別路線 

東京=石見路線 

比較的需要が小さい地方航空路線は、ここ数年は、景気後退等の影響を受けて、 
 旅客数、利用率が低迷し路線の維持がより厳しい環境となっている。 
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※Ｈ２３年１０月３１日～Ｈ２４年１月３１日の間は、新千歳の経由便となっており、同期間、直行便は運休。 
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１．ネットワーク維持のための地方路線に係る着陸料軽減 

■ 景気後退の長期化によって低迷する航空需要に鑑み、地方航
空ネットワークの維持を図るため、平成21年7月1日から平成25年
3月31日までの間、これまでの地方航空ネットワークの維持のた
めに行われている着陸料の軽減措置を継続。 

 
■ なお、財務省の予算執行調査（平成23年度）において「割引対

象路線や軽減率など制度の見直しを検討すべき」と指摘されてい
るところ。 

羽田の軽
減措置 

出
発 

関空、広島、高松、松山、北九州、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児
島、神戸、小松 

３／４ 

釧路、函館、高知、美保、徳島、三沢 
３／５ 

旭川、帯広、秋田、山口宇部、女満別、青森、庄内、富山、鳥取、
出雲、岡山 

１／２ 

稚内、紋別、中標津、大館能代、山形、能登、南紀白浜、石見、佐
賀  １／３ 

到着 

羽田の軽減措置 
国管理（羽田除く） 

共用の軽減措置 

出
発 

羽田、伊丹、新千歳、
福岡 

本則 

その他 

６／１０ 

３／４ ～ １／３ 

２． 那覇路線、離島路線に係る着陸料、航行援助施設利用料 
   及び航空機燃料税の軽減 

■ 那覇空港発着の国内路線及び国際貨物便について、平成25年3月

31日までの間、機材の種別等に応じて着陸料及び航行援助施設利

用料を1/6～1/16に軽減。 

■ 離島発の国内路線について、機材の種別等に応じて着陸料及び

航行援助施設利用料を1/6～1/16に軽減。 

■ 沖縄路線及び離島路線に係る航空機燃料税を引き下げ 

    （軽減額は３．参照） 

３．航空機燃料税の引き下げ 

■ 我が国航空企業の国際競争力強化のため、平成23年度税制改正

において、平成23年度から25年度までの3年間、航空機燃料税を引

き下げ。 

改正前 

13,000円/㌔㍑ 

19,500円/㌔㍑ 

26,000円/㌔㍑ 
本則 

沖縄路線 

離島路線 

改正後 

18,000円/㌔㍑ 

  9,000円/㌔㍑ 

13,500円/㌔㍑ 

■ 国際旅客チャーター便促進に係る着陸料軽減（平成25年3月31日

までの間、1/2） ※羽田を除く 

■ 国際線に係る着陸料軽減（当分の間、7/10） ※羽田を除く 

■ 羽田空港発着の深夜早朝便に係る着陸料軽減（当分の間、1/2） 

※伊丹路線、国際線は除く 
■ 羽田空港着の国際貨物便に係る着陸料軽減（平成25年3月31日

までの間、1/2） 

４．その他の軽減措置 

２ 航空ネットワーク維持振興のための支援措置 
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機体購入費補助（S47～） 

対象航空機：９人以上の旅客、1,500メート
ル以下の長さの滑走路で離着
陸できる飛行機 

補助方式：補助対象航空機及びその部品
の購入に要する費用の45%（沖
縄路線に就航する場合は、
75%）を補助 

運航費補助（H11～） 

対象路線：経常損失が見込まれる離島路線のうち、 
  ①最も日常拠点性を有し、 
  ②船舶等の主たる代替交通機関により２時間以上、 
  ③２社以上の競合路線でないこと 

補助方式： 「実績損失見込額」と「標準損失額」のいずれか
低い額の1/2の範囲内を補助 

「地域公共交通確保維持改善事業」（H23～）により支援 

制度拡充 
(H23年度下半期～)制約のある特別会計から一般会計へ移行 
(H24年度～）     島民割引運賃の取組を支援 

※５７路線（平成24年4月1日現在） 
  １７路線（平成２４年度運航費補助対象路線） 

２ 離島の航空輸送の確保のための取り組み 
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２ 能登空港における取組（空港－エアライン連携、地域活性） 

【背景】 開港時、羽田空港発着枠が特定路線枠として１便配分されたが、地元は複数便を要望。発着枠に制約のある
中、新規路線での需要の見極めが困難で複便化をためらう航空会社を補完するため、地元と航空会社が互いに協力。 

■地元と航空会社がリスクとリターンを共有し、共に利用促進を図る仕組みを導入。 
■地元住民の利用促進だけでなく、二次交通の確保など、地域外から観光客を呼び込むための取り組みに注力。 

 

 能登空港の二次交通の不足を補い、観光地へのアクセスの向上を図るため、地
元の運輸事業者により空港と各地をバス並みの低料金で結ぶ相乗りジャンボタク
シー「能登空港ふるさとタクシー」を運行。赤字については県、能登空港利用促進
同盟会、能登半島広域観光協会が１／３づつ負担。 

② アクセス向上のため、空港からの乗合タクシーを運行 

① 搭乗率保証制度 

     

「能登の旅 情報センター」を能登空港ターミナルビル１F到着ロビー前に設置、
県内の自然・歴史・文化・人といった魅力を総合的に情報提供する。 

※乗継運賃：大人普通運賃より ３０～６４％割引 

③ 「ぶらり能登ガイドブック」の発行 

 『能登のやさしさ あなたのココロに 逢わせたい』というコンセプトのもとに自主

的に参集した事業者を紹介する、能登地域限定地元発信型のガイドブック。利
便性を高めるため、地図や二次交通の案内、モデルコースの紹介も盛り込み、
旅の魅力を発信。 

目標搭乗率（６２％）を定め、 

○目標搭乗率を４ポイント以上下回った場合 →地元が航空会社に保証金を支払う 

○目標搭乗率を４ポイント以上上回った場合 →航空会社が地元に販売促進協力金を支払う 

⑦ 全日空が能登空港への送客促進のための乗り継ぎ運賃設定等を実施 

⑥ 能登空港発着便利用に係る市町村運賃助成制度（地元住民等を対象）  

⑤ 首都圏需要の掘起こしや、能登のﾌｧﾝ・ﾘﾋﾟｰﾀｰづく
りを目指したｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等を実施 

④ 観光拠点としての空港の魅力を高めるた
め、旅行者向けの情報センターを設置 

これらの結果、平成15年以降、毎年目標を達成しており、羽田＝能登路線について１日２便を実現。 
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関係者による主な取組 

開港を控え、リーマンショックや航空会社の経営悪化に伴う地方路線の減便や廃止等､路線の整理等に
より就航路線の確保が困難な状況のなか、空港ビルの設計や空港アクセス改善により広範囲に集客を
図り、新規就航等を実現した。 

１．目的 
  平成２２年３月の開港を控え、リーマンショックや航空会社の経営悪化  

 により地方路線が縮小傾向にあり就航路線の確保が困難な中、首都圏 

 の３番目の空港として、成田、羽田との差別化を図り新規路線就航を目 

 指す。 

２．関係者 
   茨城県、茨城空港利用促進等協議会等 

３．旅客定期便新規就航・増便のための主な取組 

① LCC誘致に対する取組 
 ○ＬＣＣの誘致を想定した空港施設のローコストオペレーション化 

  ・PTBの設計変更 

  ・自走式による航空機運用 

  ・搭乗橋不使用、タラップによる搭乗 

  ・出発・到着動線を１フロアに集約 

 ○上海路線を運航する航空会社を対象に着陸料の1/2相当額の補助 

  （茨城空港利用促進等協議会） 

②空港アクセス改善への取組 
 ○駐車場無料化（茨城県） 

 ○航空機利用者が片道５００円で利用可能な茨城空港と東京都心とを 

   結ぶ高速バスを運行（1日6往復）（茨城県） 

  ○茨城空港を利用し、県内で宿泊した者に対し、レンタカー最初の 

   ２４時間を１，０００円で提供（茨城空港利用促進等協議会） 

 ○③空港の賑わいの創設への取組 
 ○空港見学ツアー、航空教室の開催（茨城県） 

 ○県内の観光施設と連携し空港見学等をセットにした誘客促進（茨城県） 

 ○就航先の紹介や、県内外の観光PR・物産展等のイベントを実施（茨城空港  

  利用促進等協議会等） 

  
※（  ）内は取組の実施主体である。 

２ 茨城空港におけるネットワーク維持のための取り組みについて 

 

 

 
 

 

国内線旅客定期便の開設 

①茨城－神戸線（スカイマーク） 

・平成２２年４月就航（１日１往復） 

・平成２４年３月増便（１日２往復） 

②茨城－新千歳線（スカイマーク） 

・平成２３年２月就航（１日１往復） 

・平成２３年６月増便（１日２往復） 

③茨城－那覇線（スカイマーク） 

・平成２４年７月就航（１日１往復） 

 

茨城－上海線（春秋航空） 
・平成２２年 ７月就航 週３便（プログラムチャーター） 

・平成２３年１１月増便 週５便（プログラムチャーター） 

・平成２４年 ３月増便 週６便（プログラムチャーター） 

・平成２４年６月定期便化を実現 

開港当初（平成２２年３月）の国内路線の未就航 

国際線旅客定期便の開設 

＊開港当初はアシアナ航空によるソウル便の就航のみ（震災後運休中） 

茨城空港の利用者 
年度 来場者数 乗降客数 備考 

21年度 113,600人 8,506人 3月開港 

22年度 788,800人 203,070人 

23年度 986,600人 293,203人 

24年度 （657,300人） （217,642人） 4月～9月実績 

累計 2,546,,300人 722,421人 

取組の成果 

・２０１１年１０月２０日受賞 

※ＣＡＰＡ（航空情報センター）：豪州に本部を置く航空系シンクタンク 

CAPA「Low Cost Airport of the Year 2011 」受賞 
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関係者による主な取組 

羽田便の増便を契機に県内のみならず、近隣県事業所や個人の佐賀空港での航空機利用を喚起するマ
イエアポート運動を実施し、羽田便の利用者増加と国際線旅客定期便（上海線）の新規就航を実現。 

取組の成果 

  

・上海線が週２往復で新規就航 平成２４年１月 

・上海線が週３往復化（増便）   平成２４年７月 

対前年度8.2%増 

全国４位の伸び率 

東京便（羽田便）利用者の増加 

佐賀空港２０ｋｍ圏内利用者の空港選択率の増加 

佐賀 

空港 

27.6% 
他空港 

72.4% 

佐賀 

空港 

35.8% 
他空港 

64.2% 

平成１９年度 
平成２２年度 

佐賀 

空港 

28.7% 

他空港 

71.3% 

平成２１年度 

H21年度末 H22年度末 H23年度末 
H24年度 

（H24.10末） 

２５０ 
事業所 

４１３ 
事業所 

９０１ 
事業所 

1,078 
事業所 

平成24年7月末現在で1000事業所がマイエアポート宣言 

佐賀－上海線『新設』（春秋航空新規就航） 

登録事業者数の推移 

※（  ）内は取組の実施主体である。 

 

◆目的 
 平成２０年１１月より東京便が４便に増便し、利便性が向上したことを契機に
佐賀空港の利用促進のための取組を実施し、新たな国内旅客定期便（羽田
線）の増便及び新規国際線定期便就航の実現を目指す。 

 

◆関係者 
 佐賀県・有明佐賀空港活性化推進協議会 

 

◆主な取組内容 

○航空機利用促進の取組 
①マイエアポート運動（佐賀県・有明佐賀空港活性化推進協議会） 
  個人利用客と佐賀県内、福岡県南西部、熊本県北部、首都圏の事業所を  

 対象に下記マイエアポート運動を実施し、登録した事業所・個人に対し東京 

 便の無料航空券や売店、有料待合室利用等の特典を付与 

・「マイエアポート宣言」 

  有明佐賀空港の利用に関し具体的な取組を宣言する事業所を募集 

・「マイエアポートクラブ」 

 有明佐賀空港利用の「マイエアポート宣言」を行う個人会員を募集 

・「マイエアポートサポーター」 

 「マイエアポート宣言」を実施した旅行代理店を佐賀空港の利用をアピールす
る「マイエアポートサポーター」に登録 

②県庁職員（１００人チーム等）による営業活動の実施（佐賀県） 
  

○空港アクセスに改善への取組 

①リムジンタクシー（乗合制・予約制）の運行・レンタカーキャンペーンの実施 

（有明佐賀空港活性化推進協議会） 
 ・リムジンタクシーの運賃を片道１０００円～２０００円で提供 

 （県内７路線・福岡県５路線） 

 ・レンタカー利用者（２名以上の利用）に最初の２４時間の利用料金を 

  １，０００円で提供 
 

 

 

＊佐賀県資料より 

出典：航空旅客動態調査 

＊佐賀県資料より（順位は全地方空港羽田路線の順位）  

２ 佐賀空港におけるネットワーク維持のための取り組みについて 
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２ 羽田発着枠配分基準検討小委員会報告書（概要） 

 新規航空会社の参入による競争の促進という当初の目的は達成されつつあるため、新規航空会社
に一律に優先配分を行う必要はない。大手航空会社と同様に評価方式により評価。 

 ただし、保有機材12機以下の航空会社（スターフライヤー＝6機）について配慮。 

新規航空会社（エアドゥ・スカイマーク・スカイネットアジア・スターフライヤー）の取扱い 

 地方航空ネットワークの維持・充実のため、低需要路線・尐便数路線（「１便ルール・３便ルール」対
象路線）等の維持への貢献を評価。 

 これまで、地方航空ネットワークが５年間でどれだけ増加したかを評価してきたが、路線維持が困難
になってきていることを踏まえ、地方航空ネットワークの規模自体を評価の対象とする。 

地方航空ネットワークのあり方 

 安全性の向上に向けインセンティブとなる評価項目（整備不良による欠航・遅延件数等）を設定。 

安全面での評価 

オークションの導入については、発着枠の法的
な位置づけの問題など、引き続き検討が必要。  

発着枠配分に競争性を高める視点は重要であ
り、まずは、各地域がスロット活用方策を競うコ
ンテストを導入。 

競争性の導入 
 破綻事業者であることをもって、前もって配分

対象から除外することは不適切。 

 破綻の影響は、経営状態に関わらない評価
項目 （「安全」「行政処分」）を除き、公的支援を
受けていた期間を評価の対象から控除するこ
とで対応。 

破綻事業者 
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試案のイメージ 

２ 地方路線維持のための政策コンテストの導入イメージ（案） 

競争の激化、航空旅客の減尐が進み、地方路線の維持が一層困難となる中、発着枠配分を活用して、地域による路線維持の取組への
インセンティブとするとともに、地域間競争の要素を盛り込むことで地域の取組の高度化を図り、以て発着枠配分において競争性を導入す
るため、地域が航空会社と連携して行う路線維持の取組について比較・評価し、その結果に基づき発着枠を配分する仕組みの導入を検討
する。 
※既存の政策枠の活用状況を踏まえ、当該政策枠を活用してはどうか。 

スキームイメージ 

具体的な制度 
① 自治体が主体となり、新規開設・増便・維持等を希望する路線

（3便以下の路線等を優先）の利用増進等の取組について、航
空会社や地元企業等と共同して提案を国土交通省に提出。 

※１路線１便分の提案に限る。なお、航空会社が連携を実施する
提案数は制限を設けない。 

② 提案内容は、運航費補助、広告・宣伝、空港アクセス等の施
策をパッケージで提出。各施策の予算額や効果、旅客見込みも
明記。 

Ａ市 

Ｂ県 国土交通省 

（１）自治体と航空会社が連携し、本制度の発着枠を使用予
定の路線に係る路線維持・利用増進等の取組の提案を
提出 

（２）対象枠数を超えて提案があった場合の評価・配分 

有識者委員会等 

評価基準提示 

○ 評価基準を検討・作成 

・補助2000万円／年 
・ＰＲイベント 
・旅行商品造成 等 

・補助1億円／年 
・情報発信 
・空港アクセス改善 等 

a路線取組 

b路線取組 

①施策の評価（35点） 

・他の運輸モード、地元企業、エアラインとの連携 
・施策の効果分析 
②予算金額（35点） 

※路線規模等を考慮し補助額が大きい程加点 
③路線規模等（30点） 

・路線規模（便数が少ないほど加点） 
・他の交通機関による代替性 

評価基準のイメージ 

国土交通省 

○ 評価基準により取組を評価
し、提案路線を順位付け。 

○ 上位の提案路線（対象枠数ま

での順位の路線）を運航する航
空会社に対し、発着枠を１便
ずつ配分。 

(評価例) a路線 b路線 c路線 d路線 

基準① 30 25 32 15 

基準② 20 28 10 30 

基準③ 15 10 23 10 

計 65 63 65 55 

・補助400万円／年 
・○○○、×××  等 

c路線取組 

α社 

β社 

C市 β社 

③ 対象枠数を超える提案があった場合、有識者委員会等において
事前に作成した評価基準に基づき、国土交通省において各提案を
評価。採点結果は、有識者委員会等において適切か審査を実施。
（評価基準は、提案のあった取組の評価、予算額の評価、路線規模等の観
点から作成。） 

④ 点の高かった上位路線（対象枠数までの順位の路線）の連携航空会
社に対し、当該路線の維持及び当該路線への発着枠の使用を条
件に、１便分の枠を配分。 

※配分後、条件を満たさなくなった場合は、配分した１便を回収。 

２～３年後を目途に、その提案内容の実施状況、効果等を評価・分析の上、必要に応じて制度の見直し、再実施等を検討。 59 



政策枠 特定路線枠 

尐需要路線について政策的に実施された発着枠の配分 

  ① 石見（1便）、中標津(1便)、稚内(1便) 

  ② 佐賀(2便)、大館能代(1便) 

【対象路線】 

 平成9年7月、新C滑走路供用時に①尐数便路線（1便）
における頻度向上、②新規空港路線の開設の促進の観点
から特定の路線に配分された発着枠 

 （『羽田空港の新規発着枠の配分基準懇談会』報告（平
成9年3月）） 

【定義】  平成12年7月、新B滑走路供用時の発着枠の配分の際、
新C滑走路の供用開始に伴う新規発着枠の配分後、同空
港について発着枠の配分の必要性が次に具体化する時点
（平成17年2月1日）までに供用される新規開設飛行場との
間の路線開設を促進する観点から、このような路線に配分
された発着枠 

  

【定義】 

   能登（1便）、新紋別(1便) 

【対象路線】 

 （『混雑飛行場スロット配分方式懇談会』報告（平成12
年2月））  

１便ルール 

 平成14年11月、ＡＮＡが1便運航していた羽田＝山形線を廃止したため、国土交通省が、当該路線発着枠を使用して、羽田＝
山形線を運航する航空会社を募集したところ、JASが運航することを申し出、平成15年4月より運航開始。以後、現在までJAS

（平成16年4月以降はJAL）によって1便の運航が継続されている。 

【適用例】 

 それぞれの航空会社内における発着枠の他路線への転用により減便される路線の当該転用後の便数が、当該路線を運航
している全航空会社の便数の合計で1便未満になる場合に、当該発着枠を回収し、運航を希望する航空会社を募集することと
する制度    （『東京国際空港の新Ｂ滑走路の供用に伴う新規発着枠の配分について（平成12年3月10日空事第80号）』） 

【定義】 

３便ルール 

 羽田空港における尐便数路線（総便数３便以下の路線）をグループ化し、減便時には他の尐便数路線にのみ転用すること
ができることとする制度（『当面の羽田空港の望ましい利用のあり方に関する懇談会』報告（平成16年9月）） 

【定義】 

 平成20年11月より、ＡＮＡが2便運航していた羽田＝大島を1便減便し、羽田＝佐賀（２便）を1便増便した。 

【適用例】 

２ 少需要路線についてこれまで実施されてきた配分及びルール 
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